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【1】藍野大学短期大学部の教育研究上の目的に関すること 

 

１．学校法人藍野大学 建学の精神 

「愛智精神〔Philo-sophia〕にもとづく人間教育」 

この建学の精神にもとづき、人間愛と知性と情操を高め、継続的な自己研鑽を基礎に深い 

探究心をもった医療従事者の養成に努めています。 

 

 

２．学校法人藍野大学 教育理念 

“Saluti et Solatio Aegrorum” 

「病める人々を医やすばかりでなく慰めるために」 

この教育理念は、病気を医学的に治療すると同時に患者様の心に慰めを与えることが医療人の理想で

あるという考えに立っています。ここでは医学的な治療という意味で「医やす」という表現を使ってい

ます。この教育理念は、医療人が心がけなければならない目標であり医療の基本を示す精神であると言

えます。 

 

 

３．ミッションステートメント 

 急激な社会構造の変化の中、日本の社会は、最新の知見に根ざした医療サービスとともに、地域に密

着し、心の通った安心できる医療の提供を求めています。学校法人藍野大学は、そうした社会の要請に

応え、日本の地域医療の質の向上に貢献します。そのために、人間に対する深い愛を持ち、生涯にわた

り医療職としての誇りを持ち続け、研鑽を怠らない医療人の育成に努めます。 

 

 

４．シン・メディカルの理念 

Sym-medical 

～医師中心の医療から患者さん中心のチーム医療～ 

面前で苦しむ患者さんへの対応は医師のみでは不可能です。医師以外のスタッフも対等の立場で、よ

り高度な医療に従事することが大切です。現代社会では共に医療に携わるという意味で医療従事者を

Co‐medical（コ・メディカル）と呼んで協力体制を築きつつあります。 

 このような状況を踏まえ、創設者は看護、理学療法、作業療法を含む医療、福祉、保健の専門家が一

緒になり（Sym）、シンフォニーを奏でるように協力して患者さん中心の医療（Medical）を行うことが

重要であると考え、Sym‐medical（シン・メディカル）という理念を提唱し、その考えは学校法人藍

野大学の教育にも活用されております。 
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５．第一看護学科 

目的 

藍野大学短期大学部（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、広く一般教

養を高めるとともに、深く看護に関する専門の知識と技術を修得せしめ、もって健康科学の新しいにな

い手として社会の要請にこたえうる人材を育成することを目的とする。 

 

教育研究上の目的 

 第一看護学科では、卒業後に看護師として従事することを前提に、准看護師から看護師へのステッ

プアップをするために、専門的知識と技術の修得、生命の尊厳を基盤とする倫理観、豊かな人間力を養

い、ヒューマンケアを中核としたより実践的な看護の知識技能の修得を図ります。また、チーム医療の

中で看護の役割を果たすことができる人材育成を目指します。 

 

教育目標 

看護職は、医師による診断を基に患者が患う病の治癒を支援するのみならず、生活習慣の改善を促す

重要な役割があります。そのために、第一看護学科では医療や看護について十分な知識と技術を持つこ

とはもとより、患者に寄り添い共感することができるように十分な教養をもつ学生を教育します。さら

に、病に罹らない社会・生活環境を整える手立てを考え、実行する能力を持った人材を育てます。   

 

ディプロマ・ポリシー 

藍野大学短期大学部では、医療や看護の十分な専門知識を身につけているのみならず、医療環境の変

化に対応してゆくことのできる柔軟性を持ち、さらに教育理念にあるように「医やすばかりでなく慰め

る」ことができる人間性の豊かな医療人を育成することを目指しています。 

具体的にはカリキュラムに従った学修の結果、以下の項目を満たし、かつ所定の単位を取得した者に

対して卒業を認定します。 

 

（１）看護師として十分な専門知識と技能を身につけている。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができて、円滑なコミュニ 

ケーションをとることができる。 

（３）社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性を備えている。 

（４）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解している。 

（５）修得した知見を他者に対して論理的に説明できる。 

(６) チーム医療の一員として同僚や他職種の人と協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

(７) 医療・保健・福祉における社会資源の知識を持ち、その活用方法を考えることができる。 

 

カリキュラム・ポリシー 

藍野大学短期大学部は、育成する人材像をディプロマ・ポリシーで定めています。その目標を達成す

るために以下の方針で教育課程の編成がなされています。また、学修効果を高めるために、アクティブ・

ラーニングなどの教育方法を積極的に取り入れます。 

 

（１）基礎分野・専門分野等、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に則り、適切に科目を配置する。 
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（２）基礎科目、専門科目の比率を適切に定める。 

（３）各科目の履修年次、履修順序を最も効果的に学修できるように配置する。 

（４）豊かな人間性を涵養するため、幅広い教養教育を行う。 

（５）論理的な思考や、それに基づいたプレゼンテーション能力を身に付ける。 

（６）専門職業人としての自覚と能力を養うために、臨地実習を重視する。 

各科目については、定期試験等により必要となる知識、技能が身についているかを判定します。 

実習科目は、看護師としての専門知識及び技能、協調性、コミュニケーション能力等について評価基

準を基に、ディプロマ・ポリシーで掲げる能力が身についているかを評価します。 

 

アドミッション・ポリシー 

1．求める学生像 

第一看護学科では、卒業後に看護師として従事することを前提に、准看護師から看護師へのステップ

アップをするために、専門的知識と技術の修得、生命の尊厳を基盤とする倫理観、豊かな人間力を養い、

ヒューマンケアを中核としたより実践的な看護の知識・技能の修得を図ります。また、チーム医療の中

で看護の役割を果たすことができる人材育成を目指します。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に定める教育を通じて、ディプロマ・ポリシ

ー（卒業認定・学位授与の方針）に定める学修の成果をあげるために必要な知識・技能や能力、目的意

識・意欲等を備えた人を求めます。 

（１）准看護師の基礎的な知識と技術を修得し、看護学を学ぶために基礎的な知識（国語の読解力や言 

語運用能力）や理解力を身につけている。《知識・技能》 

（２）相手と気持ちを分かち合い、人の痛みがわかる感性を持ち、かつ自分の意見を発信して、人との 

関係を大切にできる。《思考力・判断力・表現力》 

（３）人や看護に関心を持ち、責任感や協調性を持って明確な目標に対しての実現に努力を惜しまず、 

主体的に挑戦し最後までやり遂げようとする意欲がある。《主体性を持って多様な人々と協働し 

て学ぶ態度》 

2．入学者選抜の基本方針 

「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に基づき、「学力の 3 要素」である①「知識・ 

技能」、②「思考力・判断力・表現力」及び③「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を 

多面的・総合的に評価を行います。 

 

（１）一般選抜入試では、入学後に必要な基礎学力を有する人を選抜するために、小論文や個別学力試 

験、面接、出願書類等によって総合的に評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、 

①②に重点を置いて判定します。 

（２）学校推薦型選抜入試では、学校長から推薦され、入学を強く希望する学修意欲の高い人を選抜す 

べく、小論文や面接、出願書類等にもとづいて総合的に学力の 3 要素を評価します。この入学試 

験では、学力の 3 要素のうち、②に重点を置いて判定します。 

（３）総合型選抜入試では、小論文や面接、出願書類等によって、能力・意欲・適性等を多面的・総合 

的に見ることで学力の 3 要素を評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、②③に 

重点を置いて判定します。 
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学修成果 

第一看護学科では 2 年間の学びを通して、下記の学修成果を達成します。 

（１）看護師として十分な専門知識と技能を身につけ、実践することができる。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができる。 

（３）円滑なコミュニケーションをとることができる。 

（４） 社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性に基づいた看護を実践することがで

きる。 

（５）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解し、実践 

することができる。 

（６）修得した知見を他者に対して論理的に説明することができる。 

(７) チーム医療の一員として同僚や他職種の人と協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

(８) 医療・保健・福祉における社会資源の知識を持ち、その活用方法を考えることができる。 
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６．第二看護学科 

目的 

藍野大学短期大学部（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、広く一般教

養を高めるとともに、深く看護に関する専門の知識と技術を修得せしめ、もって健康科学の新しいにな

い手として社会の要請にこたえうる人材を育成することを目的とする。 

 

教育研究上の目的 

第二看護学科では、看護に関しての専門的知識と技術の修得、生命の尊厳を基盤とする倫理観、豊か

な人間力を養い、ヒューマンケアを中核としたより実践的な看護の知識技能の修得を図り、チーム医療

の中で看護の役割を果たすことができる人材育成を目指します。 

 

教育目標 

看護職は、医師による診断を基に患者が患う病の治癒を支援するのみならず、生活習慣の改善を促す

重要な役割があります。そのために、第二看護学科では医療や看護について十分な知識と技術を持つこ

とはもとより、患者に寄り添い共感することができるように十分な教養をもつ学生を教育します。さら

に、病に罹らない社会・生活環境を整える手立てを考え、実行する能力を持った人材を育てます。   

 

ディプロマ・ポリシー 

藍野大学短期大学部では、医療や看護の十分な専門知識を身につけているのみならず、医療環境の変

化に対応してゆくことのできる柔軟性を持ち、さらに教育理念にあるように「医やすばかりでなく慰め

る」ことができる人間性の豊かな医療人を育成することを目指しています。 

具体的にはカリキュラムに従った学修の結果、以下の項目を満たし、かつ所定の単位を取得した者に

対して卒業を認定します。 

（１）看護師として十分な専門知識と技能を身につけている。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができて、円滑なコミュニ 

ケーションをとることができる。 

（３）社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性を備えている。 

（４）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解している。 

（５）修得した知見を他者に対して論理的に説明できる。 

（６）チーム医療の一員として同僚や他職種の人と協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

（７）医療・保健・福祉における社会資源の知識を持ち、その活用方法を考えることができる。 

 

カリキュラム・ポリシー 

藍野大学短期大学部は、育成する人材像をディプロマ・ポリシーで定めています。その目標を達成す

るために以下の方針で教育課程の編成がなされています。また、学修効果を高めるために、アクティブ・

ラーニングなどの教育方法を積極的に取り入れます。 

 

（１）基礎分野・専門分野等、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に則り、適切に科目を配置する。 

（２）基礎科目、専門科目の比率を適切に定める。 

（３）各科目の履修年次、履修順序を最も効果的に学修できるように配置する。 
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（４）豊かな人間性を涵養するため、幅広い教養教育を行う。 

（５）論理的な思考や、それに基づいたプレゼンテーション能力を身に付ける。 

（６）専門職業人としての自覚と能力を養うために、臨地実習を重視する。 

各科目については、定期試験等により必要となる知識、技能が身についているかを判定します。 

実習科目は、看護師としての専門知識及び技能、協調性、コミュニケーション能力等について評価基

準を基に、ディプロマ・ポリシーで掲げる能力が身についているかを評価します。 

 

アドミッション・ポリシー 

1．求める学生像 

第二看護学科では、看護に関しての専門的知識と技術の修得、生命の尊厳を基盤とする倫理観、豊か

な人間力を養い、ヒューマンケアを中核としたより実践的な看護の知識・技能の修得を図り、チーム医

療の中で看護の役割を果たすことができる人材育成を目指します。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に定める教育を通じて、ディプロマ・ポリシ

ー（卒業認定・学位授与の方針）に定める学修の成果をあげるために必要な、知識・技能や能力、目的

意識・意欲等を備えた人を求めます。 

（１）高等学校の教育課程を幅広く修得し、看護学を学ぶために基礎的な知識（国語の読解力や言語運 

用能力、数学の計算能力、科学的素養）や理解力を身につけている。 《知識・技能》 

（２）相手と気持ちを分かち合い、人の痛みがわかる感性を持ち、かつ自分の意見を発信して、人との 

関係を大切にできる。 《思考力・判断力・表現力》 

（３）人や看護に関心を持ち、責任感や協調性を持って明確な目標に対しての実現に努力を惜しまず、 

主体的に挑戦し最後までやり遂げようとする意欲がある。《主体性を持って多様な人々と協働し 

て学ぶ態度》 

2．入学者選抜の基本方針 

第二看護学科の選抜試験では、「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」に基づき、「学

力の３要素」である①「知識・技能」、②「思考力・判断力・表現力」及び③「主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度」を多面的・総合的に評価を行います。 

（１）一般選抜入試では、入学後に必要な基礎学力を有する人を選抜するために、個別学力試験、面接、 

出願書類等によって総合的に評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、①②に重点 

を置いて判定します。 

（２）学校推薦型選抜入試では、学校長から推薦され、入学を強く希望する学修意欲の高い人を選抜す 

べく、国語、面接、出願書類等にもとづいて総合的に学力の 3 要素を評価します。また知識・技 

能の観点から、高等学校での学習成績を調査書の「全体の学習成績の状況」により評価します。 

この入学試験では、学力の 3 要素のうち、②に重点を置いて判定します。 

（３）総合型選抜入試（講義方式、プレゼンテーション方式）では、講義等理解力試験や受講態度、プ 

レゼンテーション・面接、出題書類等によって、能力・意欲・適性等を多面的・総合的に見るこ 

とで学力の 3 要素を評価します。 

この入学試験では、学力の 3 要素のうち、②③に重点を置いて判定します。 

（４）社会人選抜入試では、小論文、面接、出願書類等で能力・意欲・適性等を多面的・総合的に見る 

ことで学力の 3 要素を評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、②③に重点を置い 

て判定します。 
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学修成果 

第二看護学科では３年間の学びを通して、下記の学修成果を達成します。 

（１）看護師として十分な専門知識と技能を身につけ、実践することができる。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができる。 

（３）円滑なコミュニケーションをとることができる。 

（４） 社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性に基づいた看護を実践することがで

きる。 

（５）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解し、実践 

することができる。 

（６）修得した知見を他者に対して論理的に説明することができる。 

(７) チーム医療の一員として同僚や他職種の人と協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

(８) 医療・保健・福祉における社会資源の知識を持ち、その活用方法を考えることができる。 
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７．専攻科（地域看護学専攻） 

目的 

専攻科は、短期大学の学科における教育を基盤とし、そのうえに地域看護学に関する専門的知 識及

び技術を教授研究することを目的とする。 

 

教育研究上の目的 

専攻科（地域看護学専攻）では、卒業後に保健師として従事することを前提に、地域・企業・学校な

どの活動の場において、あらゆる世代やあらゆる健康レベルの個人、家族、さらに集団・組織を対象と

した公衆衛生看護活動を展開できる人材育成を目指します。 

 

教育目標 

看護職は、医師による診断を基に患者が患う病の治癒を支援するのみならず、生活習慣の改善を促す

重要な役割があります。そのために、専攻科（地域看護学専攻）では医療や看護について十分な知識と

技術を持つことはもとより、対象者に寄り添い共感することができるように十分な教養をもつ学生を教

育します。さらに、病に罹らない社会・生活環境を整える手立てを考え、実行する能力を持った人材を

育てます。   

 

ディプロマ・ポリシー 

藍野大学短期大学部では、医療や看護の十分な専門知識を身につけているのみならず、医療環境の変

化に対応してゆくことのできる柔軟性を持ち、さらに教育理念にあるように「医やすばかりでなく慰め

る」ことができる人間性の豊かな医療人を育成することを目指しています。 

具体的にはカリキュラムに従った学修の結果、以下の項目を満たし、かつ所定の単位を取得した者に

対して卒業を認定します。 

 

（１）保健師として十分な専門知識と技能を身につけている。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができて、円滑なコミュニ 

ケーションをとることができる。 

（３）社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性を備えている。 

（４）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解している。 

（５）修得した知見を他者に対して論理的に説明できる。 

（６）地域の健康課題を明確にし、その課題解決に向けて計画・立案する方法を理解している。 

（７）地域に存在する社会資源の把握及び活用方法を修得し、必要な支援システムや資源について考え 

ることができる。 

（８）公衆衛生看護の対象となる個人・家族・集団・組織に対して、対象別の実践方法を理解している。 

（９）関係機関・関係職種との協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

 

カリキュラム・ポリシー 

藍野大学短期大学部は、育成する人材像をディプロマ・ポリシーで定めています。その目標を達成す

るために以下の方針で教育課程の編成がなされています。また、学修効果を高めるために、アクティブ・

ラーニングなどの教育方法を積極的に取り入れます。 
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（１）基礎分野・専門分野等、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に則り、適切に科目を配置する。 

（２）基礎科目、専門科目の比率を適切に定める。 

（３）各科目の履修年次、履修順序を最も効果的に学修できるように配置する。 

（４）豊かな人間性を涵養するため、幅広い教養教育を行う。 

（５）論理的な思考や、それに基づいたプレゼンテーション能力を身に付ける。 

（６）専門職業人としての自覚と能力を養うために、臨地実習を重視する。 

各科目については、定期試験等により必要となる知識、技能が身についているかを判定します。 

実習科目は、保健師としての専門知識及び技能、協調性、コミュニケーション能力等について評価基

準を基に、ディプロマ・ポリシーで掲げる能力が身についているかを評価します。 

 

アドミッション・ポリシー 

1．求める学生像 

専攻科（地域看護学専攻）では、卒業後に保健師として従事することを前提に、地域・企業・学校な

どの活動の場において、あらゆる世代やあらゆる健康レベルの個人、家族、さらに集団・組織を対象と

した公衆衛生看護活動を展開できる人材育成を目指します。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に定める教育を通じて、ディプロマ・ポリシ

ー（卒業認定・学位授与の方針）に定める学修の成果をあげるために必要な知識・技能や能力、目的意

識・意欲等を備えた人を求めます。 

（１）公衆衛生看護を学ぶための基礎知識（特に看護学・公衆衛生学など）、看護技術や理解力を身に 

つけている。《知識・技能》 

（２）物事を多面的に捉え、課題や問題に気づき、その解決に向けて論理的に表現できる《思考力・判 

断力・表現力》 

（３）人々の健康に関心を持ち、責任感や協調性を持って明確な目標に対しての実現に努力を惜しまず、 

主体的に挑戦し最後までやり遂げようとする意欲がある。《主体性を持って多様な人々と協働し 

て学ぶ態度》 

2．入学者選抜の基本方針 

（１）一般選抜入試では、入学後に必要な基礎学力を有する人を選抜するために、小論文や個別学力試 

験、面接、出願書類等によって総合的に評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、 

①②に重点を置いて判定します。 

（２）学校推薦型選抜入試では、学校長から推薦され、入学を強く希望する学修意欲の高い人を選抜す 

べく、小論文や面接、出願書類等にもとづいて総合的に学力の 3 要素を評価します。この入学試 

験では、学力の 3 要素のうち、②に重点を置いて判定します。 

（３）社会人選抜入試では、小論文や面接、出願書類等で能力・意欲・適性等を多面的・総合的に学力 

の 3 要素を評価します。この入学試験では、学力の 3 要素のうち、①に重点を置いて判定します。 

 

学修成果 

専攻科（地域看護学専攻）では１年間の学びを通して、下記の学修成果を達成します。 

（１）保健師として十分な専門知識と技能を身につけ、実践することができる。 

（２）患者あるいは対象となる個人やその家族等と共感を持って接することができる。 
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（３）円滑なコミュニケーションをとることができる。 

（４） 社会人として、また医療人として豊かな人間性と高い倫理性に基づいた看護を実践することがで

きる。 

（５）自己のスキルアップ、新しい知識の修得について意欲的であり、その方法について理解し、実践 

することができる。 

（６）修得した知見を他者に対して論理的に説明することができる。 

（７）地域の健康課題を明確にし、その課題解決に向けて計画・立案する方法を理解し、実践すること

ができる。 

（８）地域に存在する社会資源の把握及び活用方法を修得し、必要な支援システムや資源について考え 

ることができる。 

（９）公衆衛生看護の対象となる個人・家族・集団・組織に対して、対象別の方法を理解し、実践する 

ことができる。 

（10）関係機関・関係職種との協調性を保ちつつ積極的に関わることができる。 

 


